別添
７高福第２７３０号
令和８年２月１３日

介護保険指定事業所・施設　各位

愛知県福祉局高齢福祉課長　

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に係る申請の受付開始について

　日頃は、県高齢者福祉行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
　さて、国は、介護分野の人材不足が厳しい状況にあることから、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定（臨時改定）において必要な対応を行うこととしており、本事業は、この臨時改定に先立ち、緊急的に賃金引上げや職場環境の改善を支援し、人材の流出を防ぐことを目的としています。
つきましては、本事業の実施に関し、以下のとおりお知らせいたします。対象事業所におかれましては、必ず愛知県のホームページ（介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について - 愛知県）をご確認の上、適切な手続きをお願いいたします。

記

１　事業の概要
本補助金は、処遇改善加算の対象となるサービスの事業所・施設だけでなく、処遇改善加算の対象となってないサービス（訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援（いずれも介護予防サービスを含む）の事業所も対象です。
　詳細につきましては、愛知県のホームページ（介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について - 愛知県）をご確認ください。

２　申請について
　Ａパターン（第１回）の受付を令和8年2月16日（月）に開始します。
提出期限は令和8年2月27日（金）午後5時までです。

３　問い合わせ窓口について
○制度全般に関しての問い合わせ窓口
厚生労働省コールセンター
電話番号：050-3733-0222（受付時間：9時00分～18時00分（土日含む））

〇申請等に関する問い合わせ窓口
愛知県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業​コールセンター
※電話番号等に関しては2月16日（月）9時00分に愛知県のホームページ（介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について - 愛知県）に掲載されるため、ご確認ください。

４　その他
　　その他詳細につきましては、愛知県のホームページ（介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について - 愛知県）をご確認ください。


担当：介護保険指導第一グループ
電話：052-954-6289
FAX：052-954-6919
